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作
を
命
ぜ
ら
れ
、
湯
呑

K
は
堀
口
宗
也
を
命
ぜ
ら
れ
.湯
本
の
惣
支
配

を
な
し
た
り
。
然
る
陀
越
前
務
主
松
平
但
馬
守
殿
山
中

へ
入
湯
せ
ら

本
也
は
据
三
郎
の
父
な
り
。
立
文
十
一
年
制
凶
器
へ
指
出
し
た
る
堀
口

揃
三
郎
の
由
緒
幌
等
を
考
ふ
る
陀
・
弧
三
郎
が
楓
父
は
掘
口
伊
右
街

門
と
一
耳
ふ
。
生
園
笑
浪
陀
て
金
森
法
印

K
仕
へ
け
る
成
.
大
納
言
利

れ
、
山
代

へ
も
参
ら
れ
、
此
の
湯
は
脊

mk見
ゆ
、
此
に
知
在
し
て

入
湯
す
べ
し
と
て
、
堀
口
宗
也
を
呼
び
出
さ
れ
‘
湯
の
内
外
に
脊
毘

家
卿
波
退
治
部
と
共
に
召
寄
せ
ら
れ
.
凶
百
石
を
印
刷
は
り
.
母
衣
余

陀
加
へ
ら
れ
し
が
.
後
総

E
mし
.
退
去
し
て
城
壁
物
に
仕
へ
八
百

石
を
脇
は
り
け
る
を
.
共
の
後
流
浪
し
て
加
貧
困
江
副
川
郡
山
代
へ
引

錨
り
.
此
の
地
に
て
残
せ
り
。
父
期
口
車
也
は
、
初
め
堀
監
物
方
K

な
る
聞
有
っ
て
鎖
を
下
し
あ
る
は
如
何
、
早
く
明
く
べ
し
.
紋
所
に

て
入
湯
せ
ん
と
。
宗
也
承
り
、
紋
所
は
先
年
加
賀
中
納
言
殿
入
湯
の

湖
、
治
作
被
=巾
付
一
位百
也
へ
領
け
ら
れ
.
図
の
鍵
は
大
型
寺
役
人
共
手

前
へ
被
=渡
出
血
-
た
り
、
此
の
方
の
み
に
て
は
明
け
難
し
と
巾
・
し
述
べ

て
二
百
石
賜
は
り
‘
児
小
姓
を
勤
め
け
る
が
‘
後
流
浪
し
て
金
協
へ

来
り
、横
山
山
城
守
方
陀
牢
人
分
忙
て

.
百
五
十
石
宛
行
ひ
置
き
け
る

に
、
不
足
由
申
し
立
て
退
去
し
、
江
沼
郡
山
代

K
筒
居
す
。
然
る
嵐
山民

た
り
。
但
馬
守
殿
共
の
由
開
召
し
、然
ら
ば
飛
脚

E
立
て
と
。{一軍也
承

り
、鍵
の
大
型
寺
陀
あ
り
と
巾
し
た
る
は
僑
な
り
。
賓
は
手
前
広
預
り

安
元
年
利
常
卿
山
代
温
泉
へ
入
湯
し
給
ひ
.
平
也
を
湯
番
人
民
命
ぜ

ら
る
。
依
っ

て
大
型
寺
務
主
利
治
君
よ
り

持
高
の
内
ニ
イ
石
賜
は

居
た
り
。
中
納
言
股
念
皮
預
け
ら
る
と
て
渡
さ
れ
た
れ
ば
.仮
令
如
何

ゃ
う
の
迷
惑
を
命
ぜ
ら
る
h
と
も
明
け
難
き
回
目
、
近
朝
日
の
人

々
ま
で

申
し
入
れ
け
る
に
、
宗
也
市
す
分
一
通
り
共
の
現
あ
れ
ど
も
、
例
馬
守

り、

翌
年
十
石
加
思
あ
り
て

寸

石
川
糊
は
り
.
立
文
九
年
山
代
に
而

宛
す
。
調
三
郎
は
承
臨
三
年
に
召
出
さ
れ
、
明
感
二
年
百
石
附
聞
は
り
.

公
事
場
の
牢
屋
鍵
脊
主
命
ぜ
ら
れ
た
り
と
。
立
文
十
一
年
の
士
幌

K
.

は
短
気
も
の
陀
て
共
の
由
披
露
せ
ば
.
如
何
や
う
に
申
し
出
す
も
知

れ
難
し
、
何
卒
ま
げ
て
単
一
み
に
任
せ
可
v
然
と
あ
れ
ど
も
‘
宗
也
是
非

百
石
筒
奉
行
銅
口
菊
三
郎
凹
寸
八
歳
と
あ
り
。
さ
れ
ば
承
服
三
年
は

三
+
一
哉
の
時
左
り
。
卒
保
机
却
に
云
ふ
。
微
妙
公
及
び
利
治
倉
山
代

温
泉
へ
入
湯
し
給
ひ
.
山
代
陀
屋
形
会
よ
ぴ
岨
刷
所
の
図
。
揚
屋
柑
司
法

に
も
承
引
せ
宇
。
放
に
其
の
旨
披
露
せ
し
鴎
.
以
て
の
外
不
興
策
に

て
早
く
此
の
地
主
出
立
し
.
念
陀
師
同
ら
れ
た
り
。
宗
也
山
代
の
町
端

ま
で
見
逸
る
。
}
辺
智
裁
は
定
め
て
乎
討
に
も
致
さ
る
べ
く
や
と
危
〈
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